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教
育
基
本
法
と
宗
教
教
育

山

口

和

孝

(
埼
玉
大
学
)

は

じ

め

一
九
八
三
年
十
一
月
、
自
民
党
の
正
式
見
解
と
し
て
採
用
さ
れ
た
自
民
党
内
閣
部
会
靖
国
問
題
小
委
員
会
(
奥
野
誠
亮
委
員

長
)
の
「
自
民
党
靖
国
問
題
小
委
員
会
見
解
」
(
以
下
「
見
解
」
と
略
称
)
の
批
判
的
検
討
を
通
し
て
、
憲
法
・
教
育
基
本
法
の
政
教
分
離
・

本
稿
は
、

教育基本法と宗教教育

信
教
の
自
由
原
則
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
二

O
条
及
び
八
九
条
で
国
家
と
宗
教
の
厳
格
な
分
離
と
信
教
自
由
の
保
障
を
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の

国
家
神
道
教
育
が
、
天
皇
絶
対
化
・
軍
国
主
義
讃
美
を
教
育
目
標
と
し
、
「
八
紘
一
宇
」
の
侵
略
戦
争
を
担
う
子
ど
も
達
を
作
り
あ
げ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
痛
苦
な
歴
史
的
反
省
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
学
校
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
天
皇
至
上
の
絶
対

的
価
値
以
外
を
一
切
排
除
す
る
弾
圧
体
制
で
あ
り
、
基
本
的
人
権
そ
の
も
の
に
対
す
る
対
立
物
で
あ
っ
た
。

憲
法
に
続
い
て
教
育
基
本
法
が
「
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
」
(
前
文
)
を
め
ざ
す
教
育
を
、

3 

民
主
的
で
平
和
な
日
本
の
礎
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
の
も
、
忠
君
愛
国
の
た
め
忠
死
し
て
靖
国
の
「
英
霊
」
と
な
る
こ
と
を
最
高
の



(1君事6.11) 

て
の

道
徳
と
し
た
教
育
の
廃
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
前

子
』
の
懇
で
あ
り
、

iま

〈
以
下

と
絡
称
)

視
は
伊
勢
神
穫
に
、

、
そ
し
て
「

レ
ハ
」
は
矯
謂
神
社
に
直
結
し
、
学
校
教
育
は
、
宗
教
教
育
を
嬢

こ
の
嫌
な
壁
史
的
事
実
か
ら
演
縛
す
る
な
ら
ば
、
靖
霞
神

介
と
し
て

に
向
か
わ
せ
る
精
神
総
動
員
の
場
で
あ
っ

宗教法第5

学
較
教
曹
を
通
じ
た
こ
の
宗
教
的
精
神
動
員
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
完
結
」
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
今
次
、
公
立
学
絞
で
の
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
を
禁
止
し
た
教
育
基
本
法
の
脱
法
解
釈
が
、
靖
国
神
社
公
式
参
拝
合

憲
の
文
脈
の
中
で
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
憲
法
の
基
本
精
神
に
照
し
て
、
ま
た
、
護
持
教
育
審
議
会
を
軸
に
推
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

教
育
再
編
成
の
論
理
と
の
買
達
に
お
い
て
看
過
で
き
な
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
バ
る
。

「
見
解
」

の
構
造
と
論
理

「
見
解
」
は
、

ら
構
成
怒
れ
る
。

撃
を
法
的
犠
艶
と
し
、

の
宗
教
的
活
動
で
は
な
く
、

演
)
と
教
苔

公
的
機
関
が
、
目
的
と
効
果
に
留
意
し
つ
つ
慰
霊
・
表
敬
な
ど
を
行

・
香
華
料
の
公
費
負
担
も
憲
法
八
九
条
に
違
反
し
な
い
と
す
る
。
続
い
て
四
項

お
本
人
を
精
神
的
に
解
体
さ
せ
る
意
醤
を
も
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か

の
罰
的
効
果
論
の
拡
大
解
釈
(

の
脱
法
解
釈

加
つ
こ
と神

道
指
令
の
歴
史
的
性
権

ら
、
独
立
を
回
復
し
た
以
上
そ
れ
は
失
効
し
て
い
る
と
す
る
。
以
上
を
受
け
て
最
後
に
五
項
で
、
講
芭
神
社
へ
の
首
相
の
参
拝
は
、
「
記

こ
れ
は
、

経
」
に
よ
っ
て
「
公
式
参
拝
と
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ヘ
「
あ
え
て
閣
議
決
定
な
ど
の
議
式
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
L

と
結
ん

で
い
る
。



も訓，

「
見
解
」
の
違
憲
性
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
総
合
的
批
判
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
宗
教
団
体
を
含
む
政
教
分
離
の
侵
害

を
監
視
す
る
様
々
な
団
体
か
ら
批
判
・
抗
議
の
声
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
見
解
」
の
総
合
的
批
判
は
こ
れ
ら
に
譲
る
と
し
て
、
本
稿
で

は
、
特
に
、
教
育
基
本
法
の
脱
法
的
解
釈
を
も
っ
て
公
式
参
拝
を
「
合
憲
」
と
す
る
論
理
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
を
し
た
い
。
そ
れ
は
、

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
靖
国
神
社
公
式
参
拝
「
合
憲
」
の
法
的
前
提
と
し
て
教
育
基
本
法
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
便
宜
的
に
九
条
が
援
用
さ
れ
た
と
い
う
事
で
は
な
く
、
九
条
制
定
当
初
か
ら
憲
法
の
政
教
分
離
条
項
を

暖
昧
化
す
る
論
理
が
合
意
さ
れ
て
い
た
九
条
の
「
問
題
性
」
が
、
「
合
憲
」
の
論
拠
と
し
て
集
約
的
に
顕
在
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
お

い
て
、
教
育
基
本
法
全
体
の
理
解
に
か
か
わ
る
問
題
性
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
見
解
」
に
は
、
「
詳
説
」
と
題
す
る
解
説
文
が

つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
詳
説
」
に
お
い
て
、
九
条
制
定
経
緯
に
ま
で
遡
り
憲
法
の
脱
法
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

本
稿
は
「
詳
説
」
を
含
む
よ
口
憲
」
論
批
判
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
教
育
基
本
法
九
条
の
歴
史
的
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課

題
で
あ
る
。

教育基本法と宗教教育

「
宗
教
的
情
操
教
育
に
関
す
る
国
会
決
議
」

の
意
味
す
る
も
の

「
詳
説
」
は
ま
ず
、
新
憲
法
二

O
条
三
項
の
規
定
で
は
、
「
宗
教
的
情
操
を
酒
養
す
る
た
め
の
教
育
も
行
え
な
く
な
る
」
の
で
、
衆
議

5 

院
に
お
い
て
「
宗
教
的
情
操
教
育
に
関
す
る
決
議
」
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。

憲
法
学
に
お
い
て
、
二

O
条
は
、
「
特
に
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
神
道
と
国
家
と
の
結
合
す
な
わ
ち
神
道
の
特
殊
性
を
排
除
」
す
る
と

い
う
「
特
別
の
意
味
」
を
持
ち
、
二

O
条
の
規
定
が
極
め
て
具
体
的
・
詳
細
で
あ
る
の
は
「
指
令
(
神
道
指
令
引
用
者
)
の
趣
旨
を
憲
法
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(
4
)
 

自
身
に
と
り
入
れ
よ
う
と
し
た
た
め
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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戦
前
、
宗
教
と
国
家
と
の
結
合
を
容
易
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
宗
教
的
情
操
が
唱
え
ら
れ
、
国
家
神
道
の
思
想
的
脆
弱
性
を
補
完

す
る
諸
宗
教
が
、
学
校
教
育
や
社
会
教
育
の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
宗
教
的
情
操
教
育
の
導
入
は
、
新
興
宗
教
の
弾
圧
と
相

侠
っ
て
行
わ
れ
、
「
思
想
悪
化
」
に
対
す
る
「
善
導
」
の
思
想
動
員
と
し
て
政
策
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
事
実
、
戦
後
の
憲

法
審
議
の
過
程
に
お
い
て
も
、
宗
教
的
情
操
の
持
つ
思
想
対
策
上
の
意
味
合
い
を
前
提
に
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
新
憲
法
の
規
定

す
る
国
家
の
宗
教
教
育
・
宗
教
的
活
動
の
範
囲
に
、
宗
教
的
情
操
教
育
が
含
ま
れ
る
か
否
か
は
、
思
想
対
策
上
、
否
、
も
っ
と
積
極
的

に
国
民
の
精
神
的
統
合
の
教
育
的
手
段
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
重
要
な
問
題
と
し
て
持
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
委
員
会
で
佐
々
木
惣
一
委
員
は
次
の
様
に
質
問
し
、
新
憲
法
の
下
で
の
「
宗
教
的
情
操
」

教
育
の
可
能
性
を
否
定
し
た
。
「
宗
教
教
育
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
国
家
ガ
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
大
変
私
モ
サ
フ
云
フ
主
義
自
体

ニ
賛
成
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
」
「
唯
一
般
的
ニ
宗
教
的
情
操
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
緬
養
ト
云
フ
モ
ノ
コ
ト
ガ
出
来
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
今
日
デ
ハ
マ

ア
何
教
何
教
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ノ
関
連
ニ
於
テ
デ
ナ
ケ
レ
パ
、
宗
教
的
情
操
ノ
函
養
ト
云
フ
コ
ト
ハ
出
来
難
イ
ヤ
ウ
ニ

(5) 

思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
。
こ
れ
に
対
し
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
は
、
「
其
ノ
問
題
ハ
、
実
行
面
ニ
於
キ
マ
シ
テ
ハ
、
相
当
ム
ツ
カ
シ
イ
問

題
ノ
一
ツ
デ
ア
ラ
ウ
ト
ハ
存
ジ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
苦
し
い
答
弁
に
終
始
し
、
教
育
学
者
の
見
解
は
別
と
し
て
彼
個
人
と
し
て
は
、
新
憲

(
6
)
 

法
の
下
で
も
国
家
の
子
に
よ
る
宗
教
的
情
操
教
育
は
「
確
カ
ニ
出
来
ル
ト
思
ツ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、

ω
宗

教
的
情
操
の
画
養
は
、
特
定
宗
教
を
媒
介
に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
政
教
分
離
の
規
定
か
ら
す
る
と
違
法
な
も
の
で

あ
る
こ
と
と
、

ω
政
府
自
身
が
そ
の
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
非
論
理
的
な
強
弁
を
し
て
ま
で
、
宗
教
的
情
操
の
画
養
を
二

O
条
の

埼
外
に
置
い
て
お
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

「
詳
説
」
で
は
「
こ
れ
で
は
(
憲
法
二
O
条
で
は
引
用
者
)
宗
教
的
情
操
を
緬
養
す
る
た
め
の
教
育
が
行
え
な
く
な
る
の
で
『
宗
教
教
育
』



を

に
修
正
し
た
い
、
も
し
修
正
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
マ
あ
れ
ば
、
宗
教
的
情
操
を
培
う
た
め
の
教
育
は
行
え
る
の

と
述
べ
る
。
こ
の
主
張
の
経
韓
は
、
に
み
た
政
底
的
の
立
場

だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
も
ら
い
た
い
皆
の
主
張
が
な

と
し
て
は
当
然
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宗
教
的
情
操
教
育
を
、
超
憲
法
的

確
保
す
る
か
、
こ
れ
が
政
務
の
課
盟
で
あ
っ
た
。
「
宗
教
的
情
操
教
育
に
関
ず
は
、
こ

っ
た
。

に
間
関
山
山
泌
す
る
。

る
方
策
を
い
か
に

の
具
体
色
で
あ
っ
た
の
だ

一
九
間
六
年
八
月
八

E
の
第
九
十
鴎
帝
墨
議
会
衆
議
院
に
、
地
糖
宇
一
一
一
郎
、
在
藤
義
詮
、
井
上
徳
命
、

大
谷
錆
潤
、
柏
原
義
則
的
ら
の
議
員
提
案
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
「
決
議
案
L

の
説
明
に
立
っ
た
自
本
進
歩
党
の
地
鰭
議
員
は
、
「
爵
罷
令

般
ニ
宗
教
的
自
覚
ガ
ナ
カ
ッ
タ
カ
ラ
」
「
利
己
主
義
」
が
は
び
こ
り
、
戦
争
を
姐
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
、
戦
争
責
校
安
箪
部

の
専
横
と
麗
民
の
宗
教
心
欠
知
に
押
し
つ
け
、
次
の
様
に
提
案
理
由
を
述
べ

の
は
「
暁
治
初
年
ニ
物
質
文
明
ノ
吸
寂
一
一
急
デ
ア
ツ
テ
、
教
育
ノ
根
本
ニ

;ま

「
利
己
主
義
ヲ
克
賎
ス
ル
思
想
ガ
普
及
シ
ナ
カ
ッ
タ
」

誌
は
「
畑
一
小
教
的
感
覚
ガ
ナ
ク
ナ
ツ
テ
」
お
り

持
ノ
援
リ
入
レ
ル
コ
ト
ヲ
恋
レ
タ
L

結
果
ゃ
あ
る
。
今
国

シ
キ
ニ
至
ツ
テ
ハ
無
宗
教
ヲ
誇
ル
入
品
ソ
ヘ
出
テ
来
」
て
お
り
、
こ
れ
は
「
文
教
ノ

出
m
L

や
「
有
識
者
L

の

教育基本法と宗教教事事

で
あ
る
。
「
終
戦
後
ノ
無
秩
序
、
類
鹿
、
或
ハ
不
公
平
ナ
ル
食
糠
ノ
臨
給
等
ハ
皆
宗
教
的
自
覚

ガ
ナ
ク
ナ
ツ
タ
カ
ラ
」
で
あ
る
。
そ
こ
州
、
議
教
的
由
民
党
に
よ
る
自
己
否
定
を
通
し
て
利
己
主
義
を
克
壊
し
、
世
界
恒
久
平
布
を
達
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
こ
で
最
も
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
世
界
髄
久
平
和
達
成
」
の
「
精
神
」
頭
理
を

次
の
様
に
と
ら
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
釈
剥
ハ
線
悲
ァ
、
又
ハ
無
我
消
/
、
吋
ク
リ
ス
ト
』
ハ
紫
ヅ
、
孔
孟
ハ
仁
ァ
、
我
ガ
皇
室
ハ
『
兄

ア
リ
マ
ス
ガ
、
制
作
レ
モ
愛
ヲ
購
入
ニ
及
ボ
ス
コ
ト
」
で
之
ヲ
宗
教
的
自
覚
ニ
依
ル
問
胞
思
想
」
で
あ

こ
こ
に
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
罷
教
と
な

ト
教
へ

Jレ

弟る
と
。
そ
の
中
で
も
「
殊
ニ
教
育
勅
語
中
ノ
吋
兄
弟
二
友
』
」

の
道
徳
原
理
を
、
宗
教
的
情
操
努
媒
介
と
す
る
「
平
和
的
」
道
徳
原
理

れ
た
の
だ

? 

ら
ん
で

せ
よ
う
と
す
る
窓
騒
が
明
瞭
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(
き
)

に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
決
議
」
に

期ぬ

よ
る
洲
口
灘
間
賂
e
隷
入
費
・
.. 

と
は
、
こ
の
様
に

宗教法第5番号 (1986.11) 

念
再
生

た
も
の
だ
っ
た
。

義
的

る
た
め
に
は
、
「
勅
語
」
原
理
の
「
蕃
遍
性
」
を
震
史
的
に
「
再
確
認
」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
郎
ち
、
「
箪
部
ノ
矧
見
」
が
「
斡
翠
?
を
誤
用
し
侵
略
戦
争
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
て
、
皇
室
は
「
建
国

以
来
…
貰
シ
タ
平
和
」
主
義
で
あ
っ
た
と
。
そ
の
上
で
「
皇
室
ノ
尊
厳
ガ
歪
メ
ラ
レ
ズ
全
世
界
ノ
人
々
ニ
理
解
セ
ラ
レ
ル
」
た
め
に
、

「
政
府
ハ
賞
シ
ク
宗
教
家
、
教
育
家
ノ
奮
起
ヲ
促
シ
、
宗
教
的
自
覚
ニ
依
ル
韓
人
愛
、
無
我
ノ
思
想
ヲ
普
及
畿
底
サ
セ
テ
、
教
育
ノ
根
本

ニ
宗
教
的
情
操
ヲ
採
り
入
レ
ラ
レ
ン
コ
ト
」
を
「
決
議
」
に
込
め
た
の
だ
っ
た
。
国
家
に
よ
る
宗
教
振
興
策
と
、
教
脊
へ
の
宗
教
導
入

に
よ
っ
て
「
皇
室
ノ
尊
厳
L

を
保
持
し
よ
う
と
す
る
論
理
は
、
新
憲
誌
の
冒
指
す
主
権
在
民
・

も
の
で
あ
る
。
そ
の
撮
な
立
法
意
思
に
と
っ
て
改
正
憲
法
の
政
教
分
離
規
定
は
、

っ
た
の
だ
っ

こ
の
障
載
を
つ
き
鎖
す
ア
リ

あ
っ
た
。

キ
ミヨ

ウ

明
確
ニ派
シニ

テ嬬
オi2ツ
ク)タ
L 教

義
ヲ
教
ヘ
テ
ハ
ナ
ラ
ナ

'
u
v
h
j
v

、

1

;

 

ハ
斯
カ
ル

ア
ル
箆
/
解
釈
坤
ノ
後
性
ノ
為
ニ

た
め
に

の
践
的
は
、

一O
条
を
〈
タ
テ
マ
エ
〉
だ
け
に
脅
抜
き
に
す
る

践
に
明
ら
か
な
様
に
、

脱
法
機
認
で
あ
っ
た
。

「
決
議
案
」
審
議
に
あ
た
っ
て
、
ひ
と
り
無
所
属
倶
楽
部
の
細
迫
兼
先
議
員
が
、
∞
宗
教
的
情
操
を
持
っ
て
い
た
は
ず
の
宗
教
家
が

戦
争
防
止
の
た
め
に
努
力
を
し
た
と
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
。
む
し
ろ
戦
争
に
譲
力
し
た
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か

om

争
反
対
を
説
い
た
の
は
、
内
村
鑑
三
の
様
な
人
の
地
に
幸
徳
秋
水
や
堺
利
彦
の
援
な
無
神
論
者
で
は
な
か
っ
た
お
か
。
∞

操
教
育
を
行
お
う
と
す
れ
、
ば
、
「
必
ズ
ヤ
一
宗
一
派
ニ
偏
ッ
タ
L

こ

と

が

行

わ

れ

ニ

が

ケ

ル

精

持

一
般
的
な
宗
教
的
情
操
教
育
の
可
能
強
を
苔
定
し
、
川
開

戦

ハ
新
シ

と

ス
ル

に
よ
ら
ね
ば
な
ら



な
い
と
、
費
問
・
提
案
を
し
た
が
、

か
み
合
う
議
論
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
饗
成
発
言
の
殆
ん
ど
が
、

揺
に
転
稼
し
、
「
人
間
ノ
生
活
ノ
中
ニ
信
何
ヲ
持
ツ
コ
ト
ハ
組
対
ニ
、
必
要
」
(
泌
総
問
字
三
郎
〉
と
し
た
り
、
日
本
の
先
祖
伝
来

教
的
に
自
覚
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
き
(
稲
葉
道
意
、
日
本
自
由
党
)
、
致
点
的
に
「
今
一
段
ト
敬
護
ナ
ル
宗
教
的
情
操
教
育
ト
教
養
ト

ヒ
縛
ル
機
会
ト
便
宜
ト
ヲ
与
フ
ル
政
策
ノ
実
行
」
(
井
上
徳
命
、
協
同
民
主
党
)
を
追
り
、
「
単
ニ
私
立
学
校
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
官
立
学
校
一
一
於

キ
マ
シ
テ
モ
、
宗
教
的
情
操
ニ
閲
シ
マ
シ
テ
ハ
、
今
後
カ
ヲ
寵
メ
マ
シ
テ
日
本
文
化
ノ
基
調
」
(
笹
森
順
造
、
新
政
会
)
と
な
る
こ
と
を
要

の
だ

に
際
し
挨
拶

っ
た
の
は
、

問
中
耕
太
鰐
欝
務
大
臣
で
あ
っ
た
。
被
は
、
道
義
頬
廃
を
克
服
す
る
道
は
「
我
ガ
教

シ
メ
ル
以
外
そ

ツ
一
韓
徹
蕗
致
シ
マ
シ
夕
方
法
ハ
ナ
イ
」
と
宗
教
的
情
操
教
育
の
必

限
り
L

学
校
教
育
・
社
会
教
育
に
ζ

の
「
訣
議
」
の
務
神

ノ
中

教育基本法と宗教教育

要
牲
を
強
調
し
、
宗
教
家
倣
の
協
力
に
よ
っ
て

を
生
か
す
「
覚
悟
」
で
あ
る
と
結
ん
だ
。

寸
決
議
」
が
行
わ
れ
た
の
は
、
新
態
法
の
審
議

に
そ
の
規
定
の
脱
法
決
議
、
が
な
さ
れ
た
条
鳴
の
あ
る
こ
と
を
惣
に
知
ら
な
い
。
側
故
、
か
く
も
執
搬
に
、
新
機
器
の
政
教
分
離
条
演
の

坪
外
に
宗
教
的
情
操
教
育
を
賓
く
こ
と
に
盟
執
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
来
患
の
地
位
で
も
戦
力
般
棄
の
条
墳
で
も
な
く
、

室
ノ
尊
厳
」
保
持
の
活
路
を
見
い
出
そ
う
と
し
た
論
理
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

m
問
中
耕

な
る
教
育
基
本
法
の
精
神
に
糧
反
す
る
隷
な
援
の
語
会
発
言
と
、
被
の
「
山
見
組
問
」
は
歴
史
的
に
円
と
う
理
解
さ
れ
る
べ
き

れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

て、

カミ

9 
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四

田
部
護
持
と
宗
教
的
情
課

数
戦
直
後
文
部
大
窪
に
就
征
し
た
前
田
多
門
は
、
田
中
耕
太
部
、
の
文
部
省
入
り
を
は
か
つ
て
陣
務
そ
補
強
し
、

戦
争
終
結
一
一
欝
シ
換
発
シ
賜
ヘ
ル
大
詔
の
霊
旨
」
〈
八
月
十
五
日
)
に
沿
っ
て
、
教
育
改
革
に
護
手
し
、
矢
継
早
に
議
施
策
を
打
ち
出
す
。

占
領
政
策
が
ま
だ
開
明
確
化
し
な
い
う
ち
に
文
部
省
自
身
に
よ
っ
て
教
育
般
家
が
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
は
、
謹
か
に
「
自
主
的
教
育

改
革
」
に

い
な
か
っ
た
が
、

そ
の
藤
本
路
線
が
僅
体
護
持
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
障
体
護
持
の
た
め
の
「
新

教
育
」
を
精
神
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
宗
教
的
構
操
の
溺
幾
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
新
教
育
改
革
し
て
文
相
が
示
し
た
「
新

日
本
建
設
ノ
教
育
方
針
」
(
九
月
十
五
日
)
で
は
、
憲
菌
思
想
・
施
葉
の
払
拭
、
平
和
国
家
難
設
と
あ
わ
せ
て
皿
々
関
体
ノ
護
持
ニ
努
メ

ル
L

こ
と
が
麗
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
「
国
民
ノ
宗
教
的
清
操
ヲ
語
養
シ
テ
敬
度
ナ
ル
信
鍔
心
ヲ
啓
培
シ
神
仏
ヲ
祭
メ
独
り
慎
ム
ノ
精
神

ヲ
体
簿
ゼ
シ
メ
ル
L

こ
と
が
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
家
主
導
に
よ
る
宗
教
の
再
動
員
に
よ
っ
て
墨
民
の
精
神
的
動
揺
を
寂
捨

し
、
も
っ
て
「
道
義
新
呂
本

を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
民
教
育
局
長
と
し
て
田
中
耕
太
郎
が
手
が
け
た
最
初
の
仕
事
の
ひ
と
つ
は
宗
教
的
情
操
教
育
の
法
的
確
認
で
あ
っ
た
。
戦
前
、

校
教
育
に
お
け
る
宗
教
教
育
は
、
文
部
省
新
令
十
一
一
号
(
一
八
九
九
相
さ
で
タ
テ
マ
エ
と
し
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
教
官

一
語
」
の
枠
持
で
の
宗
教
教
育
を
奨
揚
し
た

J
不
教
的
情
操
ノ
語
養
一
一
関
ス
ル
文
部
次
宮
溝
聴
い
こ
九
三
五
年
十
月
一
一
八
日
発
普
第
一
六
O
き

で
、
こ
の
原
則
は
否
定
さ
れ
る
。
平
和
国
家
建
設
の
た
め
の
宗
教
心
育
成
の
法
的
相
根
拠
と
し
て
、
こ
の
遇
襲
に
髄
る
こ
と
が
再
確
認
さ

れ
た
の
だ
っ
た
。
一
九
三
五
年
の
潤
牒
は
、
日
本
が
中
鰭
大
陸
に
全
語
的
に
侵
略
す
る
前
在
、
思
家
持
還
の
下
に
諸
宗
教
を
殆
ん
ど
完

全
に
組
み
込
み
、
こ
れ
ら
を
「
敬
神
祭
誕
L

と
「
思
想
善
導
」
の
た
め
に
総
動
員
す
る
と
い
う
富
家
の
京
教
政
策
を
背
景
に
、
「
教
育
勅



教
育
の
強
化
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
マ
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
大
本
教
み
ら
れ
る
様
な
、
天
皇
制
田
出
家
に

と
っ
て
脅
読
と
な
る
宗
教
の
弾
一
仕
・
懐
梁
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
故
岸
本
英
夫
東
大
祭
教
学
教
喪
は
、
こ
の
通
牒
の
壁
史
的
性
格
者
次

の
捧
に
回
建
し
て
い
る
。

i
l
!
こ
の
通
牒
は
「
関
民
を
盟
家
の
危
急
に
向
っ
て
立
ち
上
が
ら
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
」
「
か
よ
う
な
神
道

的
構
神
教
育
は
」
「
殺
人
の
、
心
に
、
宗
教
的
理
懇
の
光
を
点
じ
」
「
民
族
の
歴
史
の
中
に
永
遠
な
も
の
を
発
見
し
、
死
し
て
も
海
い
の
な

を
与
た
の
だ
っ
た
o
j
i即
ち
、
宗
教
的
情
擦
は
、
二
日
一
線
懇
」
に
際
し
、
「
勅
語
L

の
精
神
を
よ
り
内
師
免
し
、
若

の
「
英
霊
」
と
な
れ
る
手
段
と
し
て
機
能
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
が
ま
た
、
数
戦
穫
後
の
盟
誌
の
精
神
的
能

しユ人
が
た
め
ら
わ
ず

乱
を
闇
体
護
持
に
向
け
て
再
躍
し
臨
す
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

五

田
中
耕
太
郎
の
「
勅
語
」
観

11 教育基本ままと宗教教育

前
節
の
む
す
び
は
、
「
勅
語
」
む
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
文
部
行
設
と
照
応
さ
せ

田
中
耕
太
欝
は
、
一
驚
し
て
「
勅
一
詰
」
擁
護
の
京
場
を
と
り
、
教
育
刷
新
委
員
会
や

G
H
Q教
背
諜
の
方
向
と
基
本
的
な
対
立
が
あ

っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
設
は
、
一
九
四
六
年
一
一
一
月
…
一
一
日
、
国
民
学
校
令
施
行
規
制
別
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
御
真
影
泰
梓
・

勅
語
泰
続
規
則
の
部
除
、
君
が
代
斉
唱
規
定
の
削
削
除
を
行
い
、

G
H
Q
の
教
背
改
革
を
実
施
す
る
。
し
か
し
、
「
勅
器
開
」
に
関
し
て
は
、

そ
の
神
秘
的
ヴ
ェ

i
ル
を
除
去
す
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
教
育
の
基
本
に
霊
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
た
α

新
た
な
教
育
勅

語
奏
請
の
可
能
性
も
な
く
な
り
、
新
憲
法
構
懇
に
よ
っ
て
臼
本
の
選
択
す
べ
き
進
路
が
現
岳
に
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
も
、
印
刷
中
は
「
民

主
主
義
ノ
時
弐
ニ
ナ
ッ
タ
カ
ラ
ト
云
ッ
テ
、
教
育
勅
語
ガ
意
義
ヲ
失
ッ
タ
ト
ヵ
、
或
ハ
駿
ゼ
ラ
レ
ル
ペ
キ
ダ
ト
云
ウ
ヤ
ウ
ナ
見
解
ハ
、

政
府
ハ
採
ラ
ザ
ル
所
」
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
、
と
問
時
に
彼
は
、
教
育
慕
本
法
の
構
想
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
「
教

る
と
一
一
層
明
瞭
と
な
る
。
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の
否
定
の
よ
に
で
は
な
く
、

の
精
神
は
格
矛
婚
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

宗教法第5号(1986.ll) 

そ
の
連
緩
牲
の
上
に
措
構
想
さ
れ
、

田
中
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
動
議
L

は
、
「
そ
の
規
範
が
吋
天
下
の
公
道
』
『
人
倫
の
大
本
』
人
聞
の
道
徳
的
良
識
蔀
ち
自
然
法
に
滴
う
が

(
引

μ
)

故
」
に
真
理
な
の
で
あ
り
、
天
皇
の
権
威
や
鑓
家
の
強
制
に
よ
っ
て
こ
れ
を
真
理
と
す
る
装
勢
が
間
違
っ
て
い
た
、
と
さ
れ
る
。
諮
っ

て
、
「
勅
組
問
」
は
、
こ
れ
を
「
あ
た
か
も
梼
え
ば
駒
市
議
や
論
語
の
勢
力
安
一
広
々
す
る
と
司
一
に
帰
ず
る
」
よ
う
に
「
遂
徳
教
育
に
盟
関
す
る

一
個
の
壁
史
的
文
書
」
と
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
教
育
の
資
料
と
し
て
活
用
し
叩

V
L
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

せ
る
手
立
は
つ
い
た
が
、
更
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
顕
が
存
在
し
た
。
観
闘
を
列
挙
す
る
だ
け

を
延

し
か
も
神
秘
の
ヴ

ェ
!
ル
を
制
さ
れ
た
「
勅
一
詔
L

は、

J
泡
纏
意
識
の
宗
教
的
内
面
化
に
於
て
、
必
ず
し
も
完
全
と
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え

(
詑
)

て
、
「
新
時
代
に
昨
応
ず
る
新
た
な
内
容
殊
に
自
然
法
を
網
羅
し
間
持
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
不
完

全
性
を
十
分
に
司
認
識
し
て
い
た
田
中
は
、
次
の
様
に
打
開
の
方
策
を
主
張
す
る
。
「
教
育
穀
誠
一
間
ヅ
十
分
理
解
ス
ル
為
ニ
ハ
、
或
ハ
『
パ
イ

(
鈴
)

プ
ル
』
ナ
リ
、
成
ハ
仏
教
ノ
田
中
一
典
ナ
リ
、
或
ハ
罷
教
ノ
塑
典
、
自
本
ノ
古
典
モ
十
分
科
用
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
「
兎

角
等
欝
損
サ
レ
テ
罵
リ
マ
シ
タ
煎
ノ
宗
教
的
簿
操
ア
語
養
シ
」
「
凡
ユ
ル
宗
教
ニ
対
シ
テ
総
動
員
ヲ
シ
、
日
本
ノ
教
育
ノ
振
興
一
一
協
力
シ

テ
糞
ブ
」
必
要
が
あ
る
の
だ
と
。
即
ち
、
宗
教
的
情
撲
は
、
天
皇
の
権
威
に
議
付
け
ら
れ
な
い
、
か
つ
新
時
代
に
適
定
タ
る
内
容
を
持

た
な
い
「
勅
器
開
」
そ
、
諸
宗
教
の
力
を
軒
用
し
て
宗
教
的
に
内

4

酸
化
さ
せ
る
手
段
ど
し
て
車
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
援
な
盟
中
の
「
勅
組
問
」
理
解
は
、
彼
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
島
然
法
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
援
に
よ
れ
ば
、
人
間
は

自
由
な
意
悲
を
持
つ
存
在
で
、
議
懇
の
判
断
が
で
き
道
緯
的
批
判
の
対
象
と
な
る
が
、
善
悪
の
鰻
鰭
は
神
の
意
志
に
よ
っ
て
客
観
的
に

定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
倍
値
絶
対
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
真
理
は
「
絶
対
的
、
客
観
的
、
不
可
変
的
で
あ
り
、
人
種
、
階
級
、

〈
お
}

壊
家
、
既
史
を
越
え
て
存
在
す
る
」
こ
の
観
点
か
ら
「
勅
週
間
」
は
、
「
わ
が
閣
の
欝
風
美
俗
と
散
界
人
類
の
道
義
的
な
核
心
に
合
致
し
」

寸
自
然
法
と
ふ
べ
き
い
ω
が
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
「
毅
語
」
の
諸
規
範
は
「
寵
教
仏
教
基
督
教
の
倫



と

と
は
此
の
普
通
性
の
事
実
を
示
し
」
「
『
一
日
一
緩
急
』
云
々
は
好
戦
的
思
想
を
現
し
て
い

と
解
さ
れ
る
の

其

カ
ト
リ
ッ
ク
的
邑
然
法
観
に
よ
る
「
穀
器
開
」
の
欝
一
過
滞
徳
強
典
北
は
、
の
「
人
絡

然
的
に
宗
教
心
の
育
成
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
問
中
に
よ
れ
ば
、
「
完
成
さ
れ
た
人
格
は
、
経
験
的
人
間
に
は
求
め
ら
れ
得
な
い
。

そ
れ
は
結
鶏
題
人
間
的
世
界
す
な
わ
ち
宗
教
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。

る
も
の
で
は
な
く

て
去、

剛 A削

J、

の
蕃
識
経
緯
と
問
題
点

13 教育基本法と祭教事史資

教
育
鎖
新
委
員
会
で
の
教
青
基
本
法
審
議
は
、

蕗
嬢
の
対
立
の
中
で
進
め
ら
れ
た
。
需
路
鎮
の
理
念
の
対
立
は
「
教
育
の
目
的
L

が
「
人
間
向
性
の
胤
開
発
」
な
の
か
「
人
格

の
か
の
議
論
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
が
同
時
に
そ
れ
は
「
日
本
思
想
界
の
鋸
守
主
義
と
自
由
主
義
者
の
対
立
を
表
現
す
る
も

{
加
山
)

の
で
も
あ
っ
た
J

m

問
中
耕
太
郎
却
に
と
っ
て
人
格
と
は
、
道
懇
・
科
学
・
宗
教
に
よ
っ
て
磨
か
れ
る
「
理
想
的
人
間
像
」
で
あ
り
、
邑

の
へ
の
志
向
が
鐙
設
し
て
い
た
。
保
守
派
は
こ
れ
に
患
孝
や
奉
仕
の
意
味
を
含
め
て
「
人

の
必
然
的
要
求
で
あ
っ
こ
れ
に
対
し
、
務
台
や
南
原

の
リ
ベ
ラ
ル
路
盤
と
、

の
保
守
派な

格
の
完
成
」
に
問
執
し
た
。
彼
ら
に
と
っ

繁
ら
は
、
戦
前
の
誠
私
奉
公
教
育
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
か
ら

っ
た
。
事
台
、
南
原
、
矢
男
東
忠
雄
ら
の
「
教
育
の
呂
釣
」
壊
の
背
景
に
は
、
品
々
色
合
い
は
異
な
れ
、

会支

て
は
後
雑
だ

懇
定
さ
れ
て
い
た
。
務
台
は
「
人
間
同
の
良
心
と
誠
実
の
意
識
の
源
泉
」
を
「
宗
教
の
道
義
に
L

、
矢
内
原
は
「
慕
督
の
一
福
膏
こ
そ
平
和
人

平
和
国
家
を
館
建
し
、
平
和
を
創
造
す
る
力
」
と
考
え
、
南
原
は
「
人
類
を
越
え
た
神
の
問
題
」
が
「
真
の
人
間
性
の
確



14 

立
」
に
連
な
る
と
し
て
い
明
後
に
み
る
様
に
、

こ
の
様
な
「
教
育
の
弓
的
」
観
は
、
教
育
劇
新
委
員
会
第

で
作
成
さ
れ
た
「
教
育
慕
本
法
要
綱
案
」
三
九
際
大
年
十
一
月
二
九
日
〉
に
反
挟
し
て
い
る
。
こ
の
「
案
」
は
、
戦
前
の
教
育
を
総
括
的
に

批
判
し
た
議
文
を
討
し
て
い
犯
が
、
億
方
戦
前
教
育
の
欠
格
の

い
る
。

の
対
応
は
多
少
築
な
っ
て
い
た
。

祭教法第 5号(1望書毛布 11) 

特
別
委
員
会
で
、
反
動
的
動
き
を
抑
え
込
む
た
め
に
リ
ベ
ラ
ル

つ
を
よ
一
小
教
的
情
操

に
求
め
て
い
る
点
?
納
限
界
を
持
っ
て

抽
出
方
、
先
に
み
た
様
に
、

m
沼
市
甲
は
教
育
基
本
法
の
講
懇
を
明
ら
か
に
し
た
設
離
か
ら
、
新
憲
法
の
下
明
、
宗
教
的
情
操
教
育
を
媒
介
に

し
た
「
勅
語
」
精
神
の
援
活
を
呂
論
ん
で
い
た
。
盟
中
の
一
言
葉
そ
再
度
引
用
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
「
(
議
法
二
O
条

の
下
で
も
)
殊
に
宗
教
的
情
操
教
育
と
云
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
或
は
議
競
す
べ
き
で
あ
る

(
討
)

我
々
は
到
達
し
て
お
り
ま
す
し
、
又
議
会
の
多
数
の
意
克
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
」

よ
う
な
結
論
に

の
政
教
分
離
条
項
の
鰯
憲
法
的
解
釈
が
宗

教
教
育
会
突
破
口
と
し
て
企
関
さ
れ
、
リ
ベ
ラ
ル
な
教
脊
観
が
そ
れ
を
支
え
、
そ
し
て
「
宗
教
的
構
操
教
育
に
関
す
る
決
議
L

が
政
治

的
摂
損
を
与
え
た
。
教
育
基
本
法
の
〈
宗
教
教
膏
〉
に
関
す
る
条
文
の
審
議
に
は
、
こ
う
し
た
議
援
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

教
育
基
本
法
の
第
一
一
原
案
と
も
い
え
る
「
教
育
基
本
法
要
綱
議
案
」
(
一
九
四
六
年
九
月
一
二
日
文
部
省
案
〉
で
は
、
宗
教
教
育
は
次
の
様

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
的
宗
教
教
育

宗
教
的
情
操
の
一
滋
養
は
、
教
育
上
こ
れ
を
重
視
し
令
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

似
し
、
官
公
立
の
学
校
は
、
特
定
の
宗
派
教
育
お
よ
び
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
L

」
の
案
は
、

a 
中
文
相

田
中

的
ラ
イ
ン
を
中
心
に
文
部
省
大
臣
官
潟
審
議
室
の
ス
タ
ッ
ブ
が
ま
と
め
、
教
刷
委
策

部
中
耕
太
郎
の
考
え
方
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
的
供
さ
れ
て
い
る
。
第

特

ご
題
会
合
(
九
月
二
五
日
)
で
寵
布
さ
れ
た
も
の
で
、



委
第
八
回
会
議
(
十
一
月
十
自

に
関
す

で、

る
が
、

法
で

し
て
い
る
の
に
、

い
う
批
判
が
で
た
こ
と
を
間
切
ら
か

倫
理
」
と
宗
教
教
育
に
ま
で
行
く
必
要

町
民
M
，v

':、

に
し
て
い
る
。

な
が
ら
も
、

の
は
、

つ

の
な
い
と

の
家
派
教
育
お
よ
び
活
動
の
禁
止
で
は
、
宗
抵
で
な
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
憲

、
ど
の
疑
問
を
示
し
た
。
南
原
の
指
揮
は
、
教
育
基
本
法
が
憲
法
に
対
し
て
ど
う
い
う
法
的
貿
係
に

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
示
し
た
埋
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
宗
教
教
育
」
の
規
定
は
、
教
間
取
委
第
一
一
特
出
別
委
員
会
よ
り
第
十
三
百
総
会
に
提
出
さ
れ
た
「
教
育
基
本
法
案
要
綱
案
」
(
十
一
月
一
一
九

日
参
考
案
)
に
引
き
継
が
れ
る
。
先
述
し
た
戦
語
教
青
批
判
の
前
文
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
こ
の
案
で
あ
る
。
次
に
、
教
関
委
案
に
対

し
文
部
省
大
臣
官
房
審
議
室
案
、

G
E
Q案
を
各
条
文
毎
に
並
記
し
た

(
十
二
月
二
…
日
)

「
的
宗
教
教
育

〈
審
議
室
案
〉

教
務
上
、
こ
れ
そ
議
視
し
な
け
れ
ば
役
ら
な
い
。

但
し
、
償
問
公
立
の
学
校
は
、

の
宗
教
的
教
育
を
行
ひ
又
は
活
動
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」

15 教脊基本主主と祭護主導食事事

と
な
っ
て
お
り
、

の

不
支
持
し
に
畑
山
定
し
、
禁
止
さ
れ
る
宗
教
教
育
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
狭

め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

教
育
基
本
法
の
立
案
が
文
部
省
に
委
ね
ら
れ
、
法
律
案
と
し
て
体
裁
を
整
え
た
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
教
育
基
本
法
案
」
(

九

関
口
七
年
一
月
十
五
日
文
部
省
案
)
に
も
こ
の
考
え
方
は
そ
の
ま
ま
間
引
き
継
が
れ
、
次
の
様
に
表
現
さ
れ
た
。

「
第
八
条

宗
教
教
育
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宗
教
的
情
擦
は
、
教
育
上
こ
れ
を
径
一
筏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

宗教法第5号(1事総.11)

た
だ
し
、
官
公
立
の
学
校
は
、

ぃ
、
ま
た
は
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
し特

九
日
の
参
考
案
と
比
較
す
る
と
、
J
r
m
教
的
情
操
の
か
ん
養
」
の
「
か
ん
養
」
が
削
除
さ
れ
、
〈
政
治
教
育
〉

定
の
政
党
を
支
持
ま
た
は
反
対
す
る
た
め
の
政
治
的
錦
見
を
教
え
、
又
は
政
治
的
活
動
L

に
修
正
さ
れ
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
「
特
定
の

祭
派
の
支
持
又
は
反
対
す
る
た
め
む
宗
教
教
育
L

に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

一
月
十
五
日
家
を
も
と
に
文
部
品
物
は
、
大
藤
省
、
法
制
局
と
交
渉
す
る
が
、
法
制
簡
は
法
案
全
文
に
わ
た
っ
て
理
論
的
問
題
、
法
技

術
的
課
題
を
指
構
し
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
詰
案
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
法
制
局
は
、
宗
教
教
育
の
条
文
に
つ
い
て
ミ
宗

教
的
情
操
去
々
』
は
憲
法
の
保
欝
ず
る
「
信
教
の
富
樹
」
に
反
す
る
詑
っ
て
第
八
条
は
制
削
除
し
た
ら
招
待
。

に
ゆ
づ
る
L

と
将
艇
を
示
し
て
い
る
。
自
民
党
「
見
解
」
晶
化
批
判
判
的
に
検
討
す

十
一
月

ら
も
、
憲
法
に
器
蝕
す
る
問
題
な
の
だ
っ
た
。

こ
の
法
制
局
見
解
は
櫨
め
て
重
要
な
意
味
合

は
学
校
教
背

い
を
持
っ
て
い
る
。
宗
教
的
情
操
教
育
は
、
法
律
論

文
部
省
は
、
法
制
毘
克
解
を
受
け
て
引
き
継
ぎ
案
文
の
検
討
を
行
い
、

こ
こ
で
は
、
「
宗
教
的
情
操
は
教
育
仁
こ

が
「
尊
重
L

に

は
「
教
育
基
本
法
案
L

(

一
月
三
十
日
関
議
家
)
と
な
る
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

と
対
の
表
現
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
案
文
で
は
、
「
政
治
教
育
は
」
「
尊
掻
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
政
治
教
育
よ
り
宗
教
教
育
の
方
に
換
点
が
串

の
{
子
勾
が
制
的
仏
糊
さ
れ
る
の
は
、

lま

れ
て
い

G
a
Qと
折
衝
し
た
後
に
で
き
た
「
教

「
宗
教
的
情
操
」
と

前
向
基
本
法
案
L

(

一
一
月
十
二
き
で
あ
る
。

二
月
五
十
臼
案
を
整
理
し
て
、

「
第
八
条

宗
教
教
育

社
会
に
お
同
り
る
宗
教
生
活
の
意
義
と
宗
教
に
対
す
る
笈
容
の
態
度
以
、

ヂ
〕
れ
を
重
複
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い

〈
政
治
教
育
〉

の
に
対
し
、
宗
教
的
情
操



国
お
よ
び
地
方
公
共
毘
体
が
設
援
す
る
学
校
は
、
結
付
笈
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
い

? 

丸ー

H
Q
の
強
い
意
向
の
反
挟
で
あ
っ
た
と
さ
れ

は
、
宗
教
的
情
操
が
、
顕
家
神
道
や
修
身
と
結
び
つ
く
こ

て
い
る
。
文
部
大
臣
官
房
一
審
議
室
事
務
官
で
、
問
中
参
事
を
捕
佐
し
て
教
育
基
本
法
に
か
か
わ
っ
て
い
た
安
達
健
一

「
吋
宗
教
的
情
操
』
と
い
う
の
は
特
定
の
宗
教
を
介
し
て
で
な

の
述
締
僚
に
よ
る
と
、

き
な
い
。

つ
ま
り
壁
史
的
に
は
、
神
社
に
頭
を
さ
げ
る
と

い
っ
た
軍
国
主
義
、
離
国
家
主
義
の
手
段
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
か
る
、
宏
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
こ
と
、

に
対
一
す

ま
た
、
「
第
一
一
項
は
、
宗
派
と
い
っ

キ

潟
市
山
笠
o
E
S
S
Z支
持
〉
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

リ
ス
ト
教
の
な
か
の
宗
派
、
仏
教
の
な
か
の
宗
派
は
い
け
な
い
が
、
宗
教
そ
の
も
の
は
禁
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、

の
関
連

で
問
繍
に
な
る
」
と
い
う
の
が

G
H
Q
の
毘
解
で
あ
っ
た
。
憲
法
二

O
条

に
つ
い
て
も
、

G
H
Qは
そ
の
麿
史
的
意
味
を
次
の

様
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

17 教事事選基本法と宗教教育

語
家
が
学
校
そ
し
持
道
を
鼓
吹
賞
伝
せ
し
め
た
り
、
と
く
に
神
道
の
教
義
を

(
お
)

る
学
技
そ
設
関
し
た
麗
史
的
事
情
に
た
っ
て
、
か
か
る
学
校
、
を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
」

「
詳
説
」
で
は
、
教
訓
委
第
一
一
特
別
部
委
の
「
教
育
基
本
法
要
繍
」
と

G
H
Q
に
提
出
さ
れ
た
英
文
士
部
〉
の
み
を
提
示
し
、
潜
法
脱
法

の
「
論
拠
い
と
し
て
い
る
が
、
以
上
の
績
に
、
法
制
問
見
解
、

G
R
Q
の
批
判
に
よ
る
修
正
経
緯
、
修
正
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
法
理

、
そ
の
歴
史
的
制
犯
罪
性
教
に
「
宗
教
的
情
操
い
が
剖
除
さ
れ
た
経
繰
こ
そ
、
憲

こ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
当
熱
後
段
の
「
特
定
の
」
と
い
う

J
一
小
教
教
育
L

に

上
の
相
瀦
命
全
く
捨
象
し
て
い
る
。
一
一
月
十
二

法
の
政
教
分
離
条
項
の
趣
旨
に
、
沿
う
も
の
で
あ
っ

か
か
る
沼
限
定
修
鶴
一
請
も
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、

教
に
対
す
る
い
が
J
一
小
教
に
関
す
る
い
に
修
正
さ
れ
、

五
盟
総
会
で
承
認
さ
れ
た
「
教
育
基
本
法
案
要
構
案
」
に
お
い
て
、

持
一
一
八
日
の
教
刷
委
第

月
十

の

の
寵
議
で
法
文
と
し
て
の
表
壌
を
繋
備
し
、
現
行
の
九
条
の
表
現
と

さ
れ
た
意
味
は
、
稽
停
を
持
た
な
い
人
の
器
教
の
自
由
を
も
含
ん
で
い
る
点
で
、

な
っ
た
。

に
関
す
る
」

の
一
信
教
の
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自
患
の
譲
念
を
正
確
に
夏
挟
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
が
、
教
育
基
本
法
九
条
の
審
議
過
程
を
通
し
て
み
た
九
条
む
内
容
で
あ
る
。
既
に
間
滑
ら
か
な
擦
に
「
勅
掛
」
の
擁
護
派
は
「
敬

神
祭
翠
し
の
観
点
か
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
達
は
キ
リ
ス
ト
教
や
人
文
主
義
の
立
場
か
ら
、
各
々
の
意
味
合
い
そ
込
め
な
が
ら
も
、

宗教法第 5~ま{ぬ86. 11) 

の
話
的
し
で
あ
る
「
人
格
の
完
成
」
に
は
宗
教
的
基
礎
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
点
に
お
い
て
共
同
歩
調
を
と
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ぞ
れ
は
、
思
わ
く
通
り
か
あ
る
い
は
は
か
ら
ず
も
か
、
九
条
の
解
釈
に
暖
昧
さ
を
残
し
、
憲
法
二

O
条
の
説
法
解
釈
を
許

す
様
な
歴
史
的
謡
界
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
「
特
定
の
」
と
い
う
修
辞
が
残
さ
れ
た
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か

し
九
条
審
議
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
様
に
、
ひ
と
つ
に
は
戦
蔀
に
果
た
し
た
国
家
神
道
と
の
結
び
つ
き
、
二
つ
目
に
は
、
特
定
な

あ
る
こ
と

そ
し
て
弱
者
の
点
は
憲
法
の
政
教
分
離
原
則
が
合
意
す
る
歴
史
的
意
味
舟

せ
る
と
、
こ
の
修
飾
語
を
も
っ
て
懇
法
を
逆
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
許
さ
れ
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ

も
の
に
よ
ら
な
い
説
教
教
育
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
点
で
、

な
い
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
り
:
:
:
新
し
い
日
本
の
教

に
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
す
る
な
ら
ば
、
教
育
基
本
法

る」

九
条
の
脱
法
解
釈
令
も
っ
て
す
る

法
窺
性
を
も
否
定
す
る
論
理
で
あ
る

る
ば
か
り
か
、

丹
精
神
そ
の
も
の

1.) 
o 

2 

大
江
志
乃
夫
『
靖
閲
神
社
い
鐙
波
新
帯
雷
、
む
間
関
爽
。

「
見
解
」
が
提
示
さ
れ
た
直
後
の
も
の
と
し
て
は
、
お
絡
笠
簿
ぶ
明
日
出
八
ム
メ
参
採
の
幾
慾
校
」
吋
月
刊
療
法
灘
動
h

浦
湖
畿
一
七
修
、
療
法
余
地
綿
一
九
八
開
綿
布
ゆ
…
月

が
あ
る
。
ま
た
、
靖
国
問
題
各
界
懇
談
会
、
日
本
キ
ヲ
ス
ト
教
団
媛
闘
機
社
問
題
特
別
委
員
会
、
日
本
淡
教
事
制
平
和
利
協
議
会
‘
拡
制
吻
別
教
鉱
刷
機
、
キ
ワ
ス
ト
新
開
問
、

な
ど
が
素
早
い
批
判
活
動
を
展
開
閉
し
た
。

佐
藤
功
『
日
本
国
憲
法
標
設
』
全
訂
第
二
級
、
学
問
照
宮
官
房
、
一
六
二
一
良
。

同
L
L
童
園
、
一
六
五
百
員
。

3 4 
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6 5 

詳
し
く
は
抑
輸
相
吋
宗
教
的
情
線
数
猫
閉
め
綴
念
と
史
品
別
居
世
嗣
開
L
d村
伊
と
思
想
』
一
二
五
号
、
新
日
本
泌
総
数
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ー
第
九
十
回
帝
国
議
会
榔
糸
線
餓
帝
国
憲
法
改
正
委
員
会
滋
総
餓
L

d

E

向
原
地
誠
一
一
総
編
長
岡
邸
付
門
口
本
現
代
教
育
史
1
恥
一
一
必
殺
堂
、
二
九
録
。

こ
の
寸
案
」
の
前
に
、
後
続
-
学
=
一
郎
を
代
畿
と
し
て
、
宗
教
教
育
に
開
閉
す
る
淡
滋
家
L

が
提
出
(
八
月
r
A
U
U
〉
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
奴
ωω
綴
閉
山
さ
れ
、
「
宗
教
敬
市
南
い

を
ぶ
早
川
敏
約
料
問
機
」
に
修
正
し
、
ま
た
、
家
教
教
育
振
興
の
た
め
に
教
育
家
・
宗
教
家
を
勤
災
す
る
と
い
う
趣
旨
の
文
緩
げ
か
糊
削
除
さ
れ
て
、
あ
ら
た
に
鍵
山
附
さ
れ

た。

7 8 

寸
衆
議
続
議
事
巡
認
縦
二
十
九
号
」
乏
首
相
柑
号
外
h

m

m

利
一
二
年
八
汚
十
六
日
、
問
一
二
七
資
。

こ
の
論
調
帯
は
、
や
ゆ
宮
絞
首
相
が
、
一
九
八
三
年
甘
轄
の
総
選
挙
の
繍
絞
め
中
?
、
勺
教
育
改
革
は
、
仏
教
の
慈
悲
、
儒
教
の
仁
、
築
制
岡
教
の
愛
と
神
道
の
務
く
粉
け
ら

け
意
、
々
を
精
神
的
土
壌
と
し
て
行
恥
が
ね
ば
な
ら
な
い
い
と
常
一
闘
っ
た
こ
と
に
奇
妙
に

A

台
数
し
、
教
育
改
革
の
一
方
向
が
ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

警
戒
の
危
僚
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

「間見解
L
m
w

「
開
閉
会
決
議
」
の
引
用
の
朴
ル
カ
は
鐙
め
て
窓
意
約
で
あ
る
。
「
開
閉
会
淡
議
」
に
あ
る
つ
ぶ
久
に
戦
争
を
放
棄
し

¥

7
戦
争
は
鍔
惑
で
み
る
が
と
い
う
問
問

念
を
も
っ
て
、
を
界
恒
久
川
ナ
創
刊
巡
歓
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
公
い
ヘ
ー
文
化
の
向
上
い
な
ど
の
わ
吋
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の

前
相
持
『
官
報
号
外
ヘ
附
間
一
一
一
八
頁
。

向
上
童
閥
、
側
一
一
…
八
一
員
。

問
ト
ム
袋
、
問
問
三
九
頁
。

向
上
番
、
同
日
開
二
一
践
。

向
上
議
、
凶
開
問
問
問
資
。

9 10 
〈

H
U〉

(ロ)

(
円
叫
〉

{
M
M
〉

(
路
〉

(
M
m
)
 

(げ〉
(
活
)

(
川
口
)

〈初〉
{
幻
)

律
的
関
緋
で
山
俊
正
己
編
句
史
創
刊
行
本
の
教
育
』
学
関
開
塗
閥
解
一
、
ム
ハ
間
関
頁
c

ぷ
子
校
ニ
於
ケ
ル
宗
教
教
育
取
扱
方
法
改
正
ニ
関
え
ん
飾
付
L

昭
和
一
一

O
年
十
月
十
笈
日
発
問
二
一

O
汚
地
方
災
双
山
処
防
災
教
育
局
長
発
。

『
岸
本
災
失
艦
艇
第
五
挙
戦
後
の
宗
教
と
役
会
い
渓
京
社
、
二
八
m
間賞。

鈴
木
材
失
…
吋
教
育
行
政
蹴
戦
後
総
本
の
教
等
改
革
3
h
東
大
山
山
際
会
、
な
ど
。

第
九
十
回
帝
思
議
会
棚
氷
淡
院
務
図
鑑
法
改
正
案
策
…
総
会
て
森
戸
辰
男
議
録
の
脚
腕
閃
に
対
す
る
開
田
中
斜
太
郎
務
弁
。

毘
中
耕
太
郎
ぷ
税
務
と
政
治
』
好
学
社
‘
九
五
亥
。



「
勅
語
及
却
問
童
胃
錯
す
の
段
級
に
つ
い
て
」
昭
和
}
年
十
月
八
日
文
務
次
官
制
始
後
通
途
に
対
す
る
田
中
軸
和
太
郎
mw
解
釈
。
田
中
耕
太
郎
ぷ
制
御
持
首
都
本
法
の
理
論
包
有
楽

閥
、
五
八
頁
0

4

な
h

晶
、
こ
の
満
期
滋
は
、
品
耕
語
廃
止
問
綴
を
問
問
避
し
よ
う
と
し
た
泊
中
に
対
し
、

G
H
Q教
育
殺
と
教
育
刷
新
委
員
会
ぶ
げ
は
竹
刀
そ
か
け
、
教
育
副
駒
新

委
員
会
第
一
院
特
別
委
員
会
の
審
滋
を
総
て
出
さ
れ
た
む

(
お
)
頂
点
e

柑
耕
太
郎
、
前
掲
害
、
一
九
六
夏
。

門

μ)
京
市
南
田
憲
法
改
配
地
別
品
閥
会
〈
一
九
四
六
年
七
月
十
広
口
同
〉
で
の
加
藤
一
緩
後
燃
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
。

〈
お
〉
諮
問
上
。

(
叫
印
〉
問
中
耕
太
郎
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
閥
抗
代
』
公
教
社
、
五
七
策
。

(
幻
)
「
教
訓
開
制
刷
新
受
員
会
第
一
特
別
委
関
開
会
第
m
間
関
議
事
録
」
一
九
間
関
六
年
十
周
回
目
。

(
お
)
田
中
耕
太
郎
匂
政
治
と
宗
教
』
、
一
九
五

1
六
資
。

〈
m
m
〉
問
中
持
耕
太
郊
司
教
育
材
締
本
池
仙
の
理
論
』
、
七
九
一
段
。

〈
ぬ
〉
鈴
木
英
一
、
前
掲
童
閥
、
二
一
一

O
滅。

〈
引
品
)
問
向
上
畿
、
二
mm
三
頁
。

(
鐙
)
前
文
は
、
職
制
叫
燃
の
湿
家
主
義
的
・
窓
側
開
放
義
的
教
育
を
批
判
し
、
不
利
関
山
家
出
培
設
の
た
め
の
教
絡
を
平
和
初
、
勤
労
、
個
人
mw
綴
繍
燃
と
い
う
戦
後
民
主
、
笈
一
緩
め
進
本

理
念
に
奮
い
て
い
る
点
で
、
全
体
的
叫
に
は
潟
く
終
縮
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

〈
刊
川
〉
鈴
木
英
一
、
前
掲
談
、
…
ご
七
夜
。

(
鈍
〉
間
関
ト
ム
響
、
一
一
一
二
三
回
一
段

(
お
)
教
資
制
刷
新
情
加
盟
例
会
第
八
回
会
議
噛
縮
努
録
、
…
九
四
六
年
十
一
月
一
段
。

(
叫
却
〉
教
育
刷
新
最
前
続
開
会
第
十
一
一
回
総
会
議
事
録
、
一
九
悶
九
年
十
一
月
一
一
“
問
。

〈
明
山
〉
鈴
木
英
一
一
線
ぷ
税
務
材
相
本
法
文
献
選
樟
荒
田
出
品
常
務
料
数
帯
丹
慈
一
本
法
初
年
』
学
務
務
一
媛
、

4

四
四
良
、
こ
れ
は
、
文
部
省
側
で
交
渉
に
あ
た
っ
た
辻
自
力
譲
査
局
長

mw
メ
モ
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

、
前
掲
書
、
一
一
六
五

20 
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鈴
木
英

火
災
。



(
参
考
資
料
〕

靖
国
神
社
関
題
小
委
員
会
見
解
(
案
)

昭
和
五
十
八
年
十
命
日
月
十
削
m
n
n

山
口
小
委
員
会
に
れ
お
い
て
は
、
懲
法
の
所
調
「
政
教
分
離
に
用
問
守
る
規
定
L

の
異
体
的
な
解
釈
運
用
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者
の
意
見
を
徴
し
、
併
せ

つ
い
て
の
慾
法
判
断
そ
得
ょ
う
と
努
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
結
論
を
得
た
。

〔設

慾
法
は
次
の
よ
う
に
僑
教
の
自
由
安
保
障
し
て
い
る
。

竃
思
法
第
二
十
条
第

側
同
教
の
向
凶
践
は
、
以
内
人
に
対
し
て
も
こ
れ
令
保
障
す
る
。

情
明
前
段

鵠
開
条
二
項

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、

」
と
そ
強
制
さ
れ
な
い
。

ま
た
憲
法
は
次
の
よ
う
に
政
教
分
離
の
規
定
を
設
け
て
、

い
ψ
《
》
令

憲
法
第
二
十
条
第
一
項
後
段

い
か
な
る
宗
教
関
体
も
、
留
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
令
い
。

鶴
間
条
第
三
項

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

21 教育連基本法と然教教育

嘩
悪
法
務
八
十
九
条

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
こ
れ
を
支
出

し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

に
当
つ
て
の
地
鎮
祭
納
得
式
行
事
に
対
す
る
緩
高
裁
判
決
は
、

(2) (1) 
促
進
又
は
圧
迫

干
渉
等

々
る
よ
つ
な
行
為
で

そ
の
効
巣
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、

宗
教
の
布
教
、
教
化
、

挙
式
に
際
し
、
神
職
に
対
す
る
訓
練
僕
俊
及
び
供
物
料
金
を
市
の
公
金
か
ら
支
出
し
ぞ
い
る
が
、
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政
援
助
的
な
支
出
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
公
金
の
支
出
を
禁
止
し
た
憲
法
八
十
九
条
に
違
反
し
な
い
。

宗教法第5号 0986.11) 

と
示
し
て
い
る
。

二
、
憲
法
の
宗
教
に
関
す
る
規
定
の
精
神
を
具
体
的
に
敷
市
し
た
と
さ
れ
る
教
育
基
本
法
は
「
:
:
:
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
こ

れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
と
共
に
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗

教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

禁
止
さ
れ
る
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
は
、
「
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
で
禁
止
さ
れ
る
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
は
、

宗
派
教
育
で
あ
り
、
宗
派
活
動
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
前
二
項
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
公
的
機
関
が
、
慰
霊
、
表
敬
、
慶
祝
等
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
目
的
で
神
社
・

寺
院
等
を
訪
れ
て
礼
拝
を
行
い
、
同
時
に
ま
た
宗
教
行
事
に
参
加
し
て
弔
意
を
述
べ
、
功
績
を
た
た
え
、
祝
意
を
表
す
る
等
の
こ
と
は
、
憲
法
が
禁

止
す
る
宗
教
的
活
動
に
は
当
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
の
玉
串
料
、
香
華
料
等
を
公
費
で
負
担
し
て
も
、
そ
れ
は
供
物
、
神
銀
、
生
花
、
榊
等
を
整
え
る
経
費
な
ど
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
当
該
宗
教
法
人
に
対
す
る
財
政
援
助
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
憲
法
八
十
九
条
に
違
反
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
、
日
本
政
府
に
発
せ
ら
れ
た
占
領
軍
か
ら
の
所
謂
神
道
指
令
に
よ
っ
て
、
公
務
員
が
そ
の
資
格
に
お
い
て
神
社
に
参

拝
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
当
時
の
占
領
政
策
の
基
本
は
、
日
本
が
再
び
ア
メ
リ
カ
の
脅
威
と
な
る
よ
う
な
存
在
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
神
道
は
、
国
家
主
義
の
淵
源
を
な
し
、
国
民
を
団
結
さ
せ
る
魔
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
そ
の
排
除
を
企
図
さ
れ

て
い
た
。

既
に
独
立
を
回
復
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
占
領
軍
の
指
令
が
効
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
占
領
政
策
の
洗
脳
か
ら
自

己
を
と
り
戻
し
て
考
え
て
行
く
こ
と
が
必
要
な
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

五
、
靖
国
神
社
は
国
家
の
た
め
に
生
命
を
捧
げ
た
全
国
の
戦
没
者
を
祭
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
没
者
の
遺
族
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
国
民
が
こ
こ
を
訪



れ
る
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
戦
没
者
が
国
家
の
た
め
に
貴
い
余
命
を
捧
げ
た
と
い
う
警
災
に
対
し
、
感
謝
の
敬
滋
を
淡
わ
し
、
み
た
ま
を
慰
め
、
訪

れ
る
者
の
決
意
を
表
現
す
る
な
ど
の
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
る
。

国
を
代
表
す
る
出
向
穏
総
理
大
臣
が
特
に
靖
国
神
社
を
訪
れ
る
の
は
当
然
の
関
係
で
あ
る
。
内
閣
総
理
大
臣
と
記
帳
し
な
が
ら
、
私
人
と
し
て
の
私

的
縁
日
持
だ
と
い
っ
て
物
議
を
か
も
し
て
も
き
た
。
内
閣
総
理
大
臣
と
記
緩
し
て
の
参
拝
は
、
公
人
と
し
て
の
公
的
参
拝
と
う
げ
と
め
る
こ
と
が
で
き

る

い
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
認
議
決
定
な
ど
の
様
式
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。

紛

第

撃
塁
本
法
は
、
憲
法
が
禁
止
す
る
中
町
一
一
義
的
活
動
は
、
特
定
笠
震
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
&
明
わ
か
に
し
て
い
る
。

一
、
制
憲
議
会
に
お
い
て
、
憲
法
二
十
条
三
項
が
「
毘
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
資
そ
の
他
い
か
か
袖
る
然
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定

し
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は
宗
教
的
情
擦
を
語
養
す
る
た
め
の
教
育
も
行
え
な
く
な
る
の
で
、

を
「
宗
派
教
育
」
に

修
正
し
た
い
、
も
し
そ
の
修
正
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
£
れ
ば
、
宗
教
約
情
操
を
培
う
た
め
の
教
育
は
行
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
わ
お
い
て
も
ら
い
た
い
旨
の
主
猿
が
な
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
審
議
の
過
程
も
あ
っ
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
溺
一
年
後
の
昭
和
二
十
一
年
八
月
十
五
日
、
衆
議
践
に
お
い
て
、
「
宗
教
的
情
操
教
育

に
演
す
る
決
議
」
が
令
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
:
箆
民
の
資
金
と
生
夜
を
あ
げ
て
世
界
の
公
正
と
信
義
に
委
ね
よ
う
と
決
議
し
た
わ
れ
ら
は
・
:
宗
教

的
自
覚
に
よ
る
側
海
間
約
、
隣
人
愛
・
:
の
怒
惣
を
普
及
徹
底
さ
せ
る
と
共
に
、
宗
教
的
情
操
の
掬
治
を
等
霊
せ
し
ゐ
:
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:
」

シ」。
そ
し
て
、

〉
:
怒
し
ム
ワ
砲
の
綴
法
改
疋
核
家
の
如
く
、
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
如
何
な
る
宗
教
教
育
も
行

つ
て
は
な
ら
な
い
と
漫
然
と
之
を
規
定
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
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条
項
は
、
明
瞭
に
一
宗
一
派
に
偏
っ
た
教
義
を
教
え
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
か
、
或
は
斯
か
る
意
味
で
あ
る
旨
の
解
釈
を
後
世
の
為
に
誤
り
な
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き
ょ
う
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
・
:
」
と
述
べ
て
い
る
。

二
、
や
が
て
、
憲
法
が
審
議
さ
れ
た
同
じ
国
会
に
教
育
基
本
法
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
議
決
を
経
て
、
憲
法
発
布
の
五
ヶ
月
後
に
こ
の
法
律
も
公
布
さ
れ

た
。
そ
の
前
文
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
:
・
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
」
旨
の
規
定
を
お
く
と
共
に
、
政
府
側
か
ら
国
会
に

お
い
て
も
、
こ
の
法
律
は
憲
法
の
宗
教
に
関
す
る
規
定
の
精
神
を
さ
ら
に
具
体
的
に
敷
街
し
た
旨
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

そ
し
て
第
九
条
は

一
項
に
「
宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
、
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
」
と
、
二
項
に
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

教
育
基
本
法
九
条
二
項
は
、
憲
法
二
十
条
三
項
の
精
神
を
具
体
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
禁
止
し
て
い
る
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
は
、
「
特
定
の
宗

教
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
。

教
育
基
本
法
の
立
案
当
時
、
教
育
刷
新
委
員
会
第
一
特
別
委
員
会
か
ら
総
会
に
提
示
さ
れ
た
教
育
基
本
法
案
要
綱
で
は
、
「
・
:
官
公
立
の
学
校
は
特

定
の
宗
派
的
教
育
及
び
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
占
領
軍
に
提
出
さ
れ
た
英
文
の
教
育
基
本
法
で
は
、
「
特
定
の
宗

教
の
た
め
の
」
を
宗
教
教
育
に
も
、
宗
教
的
活
動
に
も
か
〉
ら
し
め
て
い
る
。

従
っ
て
、
憲
法
二
十
条
三
項
が
禁
止
し
て
い
る
宗
教
教
育
や
宗
教
的
活
動
は
、
宗
派
教
育
で
あ
り
、
宗
派
活
動
で
あ
っ
て
、
宗
教
一
般
の
た
め
の

活
動
を
も
禁
止
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

=
一
、
最
高
裁
判
所
が
憲
法
で
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
の
典
型
的
な
も
の
は
、
宗
教
の
布
教
、
教
化
、
宣
伝
等
の
活
動
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
ま

さ
に
同
じ
判
断
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
憲
法
は
、
宗
教
的
行
為
の
す
べ
て
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
も
特
定
の
宗
派
教

団
の
勢
力
を
助
成
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
も
の
だ
け
を
禁
止
す
る
意
味
で
「
宗
教
的
活
動
」
と
規
定
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




